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はじめに 
那須岳（茶臼岳）は、現在も噴気活動が続いており、歴史時代には 1410（応永 17）年の

噴火時に火砕流による融雪泥流が発生し 180 余人の死者が出たという記録が残っている。

近年も 1977(昭和 52)年及び 1985(昭和 60)年から 1986(昭和 61)年にかけて微小地震活動が発

生している。気象庁が 2009（平成 21）年に公表した「中長期的な噴火の可能性の評価につ

いて」において火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山として 47 火山

が選定された。このうち、那須岳は近年噴火活動を繰り返している 23 火山に含まれている。

なお、2014（平成 26）年 11 月、火山噴火予知連絡会のもとに設置された「火山観測体制等

に関する検討会」においてとりまとめられた「御嶽山の噴火災害を踏まえた活火山の観測体

制の強化に関する緊急提言」により、火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要があ

る火山は 3 火山が追加され計 50 火山となった。 
那須岳における火山防災体制としては、平成 5 年から栃木県、旧黒磯市（現在那須塩原

市）及び那須町が事務局を務める防災関係の委員会（現在那須岳火山防災協議会）が設置さ

れ、平成 14 年に那須岳火山の監視体制や住民避難等に関する「那須岳火山防災ハンドブッ

ク」を作成（平成 22 年 3 月改訂）するなどの活動が継続されている。   
栃木県は那須岳の火山噴火に伴う土砂災害に対して、「火山砂防基本計画（案）」：1995（平

成 7）~1996（平成 8）年度に基づいて、火山砂防事業と火山噴火警戒避難対策事業を進めて

いる。しかし想定される土砂移動は大規模で、影響が及ぶと想定される全渓流に対して、目

標とする砂防設備等の整備を完了するまでには、長期間かつ莫大な費用を要する。 
那須岳はいつ火山活動が活発化するのか予測が困難であり、火山砂防設備等の整備途中

において噴火が発生すると地域住民の生命・財産に多大な影響を与えるとともに重要交通

網にも波及する可能性があることから東北日本の経済活動へも多大な影響を与える。そこ

で、これらの保全対象への被害や影響を可能な限り軽減するための具体的かつ緊急的に対

応可能な減災対策を考えておく必要がある。 
そこで、平成 23 年 9 月から平成 25 年 3 月まで 1 年半をかけ、学識者および行政担当者

からなる那須岳火山噴火減災対策砂防計画検討委員会（委員長：石川芳治東京農工大学教授）

を設置して、火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン（平成 19 年 4 月 国土交通

省砂防部）に基づいた検討を行い、本計画をとりまとめた。 
なお、緊急減災対策砂防計画の実効性を高めるためには、平常時からの準備事項の整理、

砂防施設の整備状況、技術進歩、社会情勢の変化等に応じ適宜計画を見直していくことが重

要である。 
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基本理念・計画の基本 
 
 
 

【 那須岳における火山噴火緊急減災対策砂防計画の基本理念 】 

① 栃木県、福島県ならびに国土交通省は、那須岳の火山噴火に伴う泥流氾濫などから、人

的被害を防止するとともに、財産・公共施設等の地域の被害を軽減する。 

② 火山砂防事業によるハード、ソフト両面からなる基本対策を進めつつ、噴火時の影響を

軽減するため、緊急減災対策を適切に実施できるよう計画を策定する。 

③ 火山砂防の整備にあたっては、地域および関係機関との連携を強化し、相互支援・連携

により、上記①の目的を達成できるよう具体的な方策を立案する。 

 

 

【 那須岳における火山噴火緊急減災対策砂防計画の基本 】 

基本事項 
砂防部局として実現可能な「緊急減災対策」を計画する。関係機関と連携して相互の役

割分担を設定する。 
対象火山 

那須火山群のうち、最近 3,000 年間で火山噴火している唯一の活火山である那須岳（別

名：茶臼岳）を対象火山と設定する。 
検討体制 

那須岳火山噴火減災対策砂防計画検討委員会にて検討を進めるとともに、那須岳火山

防災協議会と相互に連携、情報共有をはかる。 
効果評価 
・緊急ハード対策：二次元氾濫シミュレーションによる対策実施前後の氾濫面積の変化、

対策による土砂捕捉効果、資産被害の変化などで対策実施の有効性を

確認する。 
・緊急ソフト対策：関係機関間の連携による防災体制の強化を目標とする。 

実効性の確保 
緊急時の関係機関の役割の明確化と課題の抽出をはかる。防災訓練等を実施し、緊急時

の対応をより現実的なものへと改善するため、ＰＤＣＡサイクルを適用する。 
実効性の向上、継続性の確保 

那須岳火山防災協議会（事務局：那須町）と連携して、実践的で継続的な火山防災・減

災のための活動を進める体制を整え、これを実施する。 
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那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画における砂防部局と関係機関名 

  所 属 ・ 職 名 

砂防部局 

関東地方整備局 河川部 

東北地方整備局 河川部地域河川課 

北陸地方整備局 河川部河川計画課 

関東地方整備局 日光砂防事務所 

栃木県県土整備部 砂防水資源課 

栃木県 大田原土木事務所 

福島県土木部 砂防課 

国土技術政策総合研究所 

国立研究開発法人 土木研究所土砂管理研究グループ 

関係機関 

気象庁 地震火山部 火山監視課 火山監視・警報センター 

仙台管区気象台気象防災部地域火山監視・警報センター 

宇都宮地方気象台 

福島地方気象台 

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 

林野庁関東森林管理局 塩那森林管理署 

林野庁関東森林管理局 福島森林管理署白河支署 

栃木県県民生活部 危機管理課 

福島県危機管理部 災害対策課 

栃木県那須町 

栃木県那須塩原市 

福島県白河市 

福島県下郷町 

福島県西郷村 

環境省 関東地方環境事務所 日光国立公園管理事務所 那須管理官事務所 

栃木県環境森林部 環境森林政策課 

栃木県環境森林部 森林整備課 

福島県農林水産部 森林保全課 

宮内庁那須御用邸管理事務所 
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那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画【計画編】 
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計-1 

第1章  那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定に 

あたって 

 

【解説】 

火山災害は風水害などの自然災害に比べ、頻繁には発生しないこと、また土砂災害の種類、

発生時期、場所の予測も困難である。したがって平常時から基本対策の整備を進めるととも

に緊急時のオペレーション能力の向上を図る必要がある。 

本計画は那須岳の噴火活動が活発化したときに、現時点で実行できる対策を、砂防施設の

整備現況や、社会情勢などを前提に、被害を可能な限り軽減（減災）するための緊急ハード・

緊急ソフトからなる緊急的な対策をとりまとめたものであり、平成 25 年 10 月に策定され

た。さらに令和 3 年 3 月には、近県での火山噴火や計画策定から 5 年以上が経過したこと

から砂防施設整備の進捗等や他火山の対策事例を踏まえ計画の更新を行った。 

本計画は火山防災に関する知識や経験と対策の積み重ね等により随時見直されるべき性

格のもので、適宜修正を加えておく必要がある。また、火山活動の推移は想定どおりに進ま

ないことがあり、火山活動の状況変化への臨機応変な対応に加えて、市町村や関係機関との

緊密な連携によって防災対策を実施するため、社会情勢や組織の変化に合わせて更新する

ことも重要である。  

 PDCA サイクルは、計画策定（Plan）後に計画項目を実施・実行し（Do）、適切な体制に

よってその結果を点検・評価し（Check）、その結果に基づいて計画を処置・改善して計画を

見直す（Act）行為を繰り返して、計画そのものをスパイラルアップするもので、本計画の

更新・修正には最適である。 

 本計画の更新・修正に係る項目等を検討する体制として、砂防部局ならびに関係機関等で

構成される「那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画ワーキンググループ」を設置する。 

  

本計画は令和 3年 2月時点の火山活動状況、社会環境や砂防施設の整備状況を基に検討

したものである。今後は砂防施設整備の進捗、社会・自然環境の変化や新たな科学技術の

進歩・知見を踏まえ継続的に見直し・改善を図ることとする。その手法として PDCA サイ

クルを適用する。 
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計-2 

那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画ワーキンググループ 構成 

・ 宇都宮大学教授（アドバイザー） 

・ 国土交通省 関東地方整備局 日光砂防事務所 

・ 栃木県県土整備部砂防水資源課 

・ 福島県土木部砂防課 

・ 大田原土木事務所 

・ 宇都宮地方気象台 

・ 那須町 

・ 那須塩原市 

その他必要に応じ適宜追加する。 
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計-3 

第2章  那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画の方針 

2.1 計画の目的と内容                                        

 

【解説】 

那須岳（茶臼岳）は、現在も噴気活動を行っている活火山である。歴史時代には 1410

（応永 17）年の噴火では火砕流による融雪泥流が発生し 180 余人の死者が生じた記録が残

っている。近年も 1977(昭和 52)年及び 1985(昭和 60)年から 1986(昭和 61)年にかけて微小

地震活動が発生している。 

気象庁が 2009 年（平成 21）に公表した「中長期的な噴火の可能性の評価について」に

おいて火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山として那須岳を含む 47

火山が選定された。このうち、那須岳は近年噴火活動を繰り返している 23 火山に含まれ

ている。なお、2014（平成 26）年 11 月、火山噴火予知連絡会のもとに設置された「火山

観測体制等に関する検討会」においてとりまとめられた「御嶽山の噴火災害を踏まえた活

火山の観測体制の強化に関する緊急提言」により、火山防災のために監視・観測体制の充

実等の必要がある火山は 3 火山が追加され計 50 火山となった。 

 

栃木県は那須岳の火山噴火に伴う土砂災害に対して、「火山砂防基本計画（案）」：1995（平

成 7）~1996（平成 8）年度に基づいて、火山砂防事業と火山噴火警戒避難対策事業を進めて

いる。しかし想定される土砂移動は大規模で、影響が及ぶと想定される全渓流に対して、目

標とする砂防設備等の整備を完了するまでには、長期間かつ莫大な費用を要する。 

那須岳はいつ火山活動が活発化するのか予測が困難であり、火山砂防設備等の整備途中

において噴火が発生すると地域住民の生命・財産に多大な影響を与えるとともに重要交通

網にも波及する可能性があることから東北日本の経済活動へも多大な影響を与える。 

そこで、これらの保全対象への被害や影響を可能な限り軽減するため、緊急時の調査、緊

急ハード対策、緊急ソフト対策ならびにこれらを実行するための平常時からの準備事項を

検討した「那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画」を策定した。 

 

今後、那須岳が噴火した際には、本計画書を踏まえた緊急減災対策を実施することによ

り、噴火に伴う土砂災害を軽減・防止することが期待される。 

 

 
＊：詳細は表 2.1(計画編 計-9)に示す。 

那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画は、規模や発生時期の予測が難しい火山噴火に

伴って発生する土砂災害＊に対して、緊急ハード対策と緊急ソフト対策からなる緊急対

策を迅速かつ効率的に実施し、被害をできる限り軽減（減災）することを目的とする。 
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計-4 

 

計画の策定にあたり以下の事項を前提とする。 

・ 住民の安全確保と安心のための避難支援、情報提供を行う。 

・ 制約条件や砂防事業の限界の範囲内で、最大限減災をはかる。 

・ 火山活動状況の推移に応じて臨機応変に対応する。 

・ 平常時からの準備が重要であり、情報共有や体制の整備についても取り組む。 

・ 適宜、状況変化に応じて計画を見直す。 

 

なお、火山地域には豊富な観光資源があり火山噴火時の風評被害による地域経済への影

響を防止するため、火山噴火緊急減災対策砂防計画による緊急対策の情報発信には十分に

留意する。 
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計-5 

2.2 緊急減災対策砂防計画で想定する現象と規模                                       

 

 

 

 

【解説】 

 緊急ハード対策では、那須岳噴火・土砂移動シナリオで想定される現象のうち、地表面

の流動現象を対象とし、砂防施設による土砂コントロールを行うため、処理できる土砂量を

設定する必要がある。緊急ソフト対策では、監視・観測による避難対応等への情報提供を主

として実行するため、那須岳噴火・土砂移動シナリオで想定される全ての現象と規模を対象

とする。 

 

（１） 火山噴火緊急減災対策砂防計画で対象とする噴火シナリオのケース抽出 
那須岳で想定される噴火ケースを抽出したイベントツリー（基礎資料編 基-43 参照）の

なかで、区分された「ごく小規模な水蒸気噴火」～「大規模なマグマ噴火」に伴って発生す

ることが想定される土砂移動現象は図 2-1のとおりである。 

このうち、「①ごく小規模な水蒸気噴火」は山頂周辺のごく狭い範囲にのみ影響し土砂移

動は発生しないか発生してもごく小規模であること、一方、「④大規模なマグマ噴火」は非

常に広域に影響する噴火であり、砂防事業として対応することは困難である。 

そのため那須岳火山噴火緊急減災対策砂防計画で対象とする噴火シナリオとしては、「②

小規模な噴火（1881 年噴火と同規模）」と「③ 中規模マグマ噴火（1410 年噴火と同規模）」

の 2 つのケースを取り上げる。 

 

 

 

本計画の緊急ハード対策で対象とする現象は、小規模および中規模噴火後の「降灰後

の土石流」および中規模噴火時の「融雪型火山泥流」とする。緊急ソフト対策では原則

としてすべての現象・規模を対象とする。 
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図 2-1 本計画で対象とする２つの噴火シナリオのケース 

 

那須岳では、主に 1881 年小規模噴火および 1410 年中規模噴火を参考とした噴火シナ

リオ（基礎資料編 基-45 参照）が作成されている。 

この噴火シナリオを用いた想定される小規模噴火、中規模噴火時の土砂移動シナリオ

を図 2-2～図 2-3に示す。 

 

  

火山噴火緊急減災対策砂防計画の対象としては、②小規模な噴火（1881年噴火）

と③中規模なマグマ噴火（1410年噴火）の２つのケースをとりあげ検討を進める。

①ごく小規模な水蒸気噴火

（数十年に１回程度の極小水蒸気噴火）

②小規模な噴火・・・・・・・・1881年噴火

（数百年に１回程度の小規模水蒸気噴火

またはマグマ水蒸気噴火）

③中規模なマグマ噴火・・・1410年噴火

（数千年に１回程度の中規模マグマ噴火）

④大規模なマグマ噴火

（数万年に１回程度の大規模ブルカノ式噴火）

噴火シナリオで想定される噴火 想定される土砂移動現象

噴石・降灰 →土石流

噴石・降灰 → 土石流

火砕流 → 融雪型火山泥流

溶岩流

噴石・大規模降灰 → 土石流

軽石流 → 融雪型火山泥流

溶岩流

※規模が著しく大きく →対応困難
また、発生頻度が低い

※規模小→被害小

10億m3DRE

数100万m3DRE

噴石・降灰 →土石流ごく小規模

4200万m3DRE

※DRE（岩石換算体積）：火山灰などの密度の 小さい噴出
物を岩石に換算した場合の体積
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図 2-2 小規模噴火時の土砂移動シナリオ 
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図 2-3  中規模噴火時の土砂移動シナリオ 
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（２）計画で対象とする現象 
火山噴火緊急減災対策砂防計画のうち、緊急ハード対策では地表面の流動現象である降

灰後の土石流と融雪型火山泥流を対象とする（表 2-1 の赤字）。緊急ソフト対策では想定さ

れる全現象を対象とする（表 2-1 の青字）が、発生検知や影響範囲の予測・周知などは関

係機関と連携して実施する。 

 

表 2-1 計画で対象とする現象 

現象 特  徴 緊急ハード対策 緊急ソフト対策 

噴石 

・火口周囲に弾道を描いて飛

散する 

・破壊力が大きく人命に被害

を及ぼす 

砂防事業によるハード対策の

対象としない 

人命被害防止を目的とした監視

カメラ等による発生検知等を行

う 

降灰 

・上空から風にのって広範囲

に飛散する 

・直接人命に被害をおよぼさ

ないが土石流発生の誘因と

なる 

砂防事業によるハード対策の

対象としない 

降灰範囲および堆積厚から土石

流発生渓流を特定する 

降灰後の

土石流 

・降灰後の降雨にともない急

斜面や谷沿いで発生する 

・流下速度が早い 

・噴火終息後も数年間は継続

して発生 

降灰分布、降雨予測などから規

模や発生位置を推定すること

ができ、構造物による減災は可

能であるためハード対策の対

象とする 

・降灰範囲、降雨状況によって発

生渓流、時期を推定する 

・土石流センサなどによる発生

検知と影響範囲の予測・周知を

行う 

溶岩流 

・流下速度が遅い(数 km/h 程

度) 

・高熱(1,000℃以上)であり層

厚が厚い 

小規模な溶岩流については流

向制御の可能性はあるが、規模

の大きい溶岩流の制御は非常

に困難である 

流下状況の監視、影響範囲と到達

時間の影響範囲の予測・周知を行

う 

火砕流 

・ 流 下 速 度 が 非 常 に 早 く

(100km/h 以上) 

・高熱(通常 400℃以上)であり

生命や財産に甚大な被害を

及ぼす 

規模が大きく、流下速度も速い

高温の流れであり、ハード対策

手法が存在しない 
発生が想定される場合は、影響範

囲の予測・周知を行う 

火砕 

サージ 

火山灰と空気が混ざった高温

の気体で、火砕流の周辺で発生

する他、水蒸気噴火でも突発的

に発生する危険性がある 

気体を多く含む希薄な流れで

あり、砂防事業によるハード対

策の対象としない 

融雪型 

火山泥流 

・積雪期に火砕流に起因して

発生し、地形の低い場所を流

下する 

・流下速度が早い(30km/h 程

度) 

・規模(総量、ピーク流量)が大

きい 

・降灰後の土石流と同様に構

造物による減災は可能であ

るため、ハード対策の対象と

する 

・突発的に発生するため工事

の安全管理が必要である 

・積雪計により規模を推定する。 

・監視観測による発生検知と影

響範囲の予測・周知を行う 
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（３）計画対象現象の規模 
 噴火シナリオ（土砂移動シナリオ）をふまえた緊急ハード対策の対象現象と対象量を表 

2-2 のように設定する。 

 

表 2-2 緊急ハード対策の対象現象と対象量 

 
※那須岳火山防災マップ作成時と同条件（基礎資料編 基-28～34 参照） 
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2.3 想定される被害                                           

 

【解説】 

 那須岳で発生が想定される火山噴火に伴う土砂移動現象としては、降灰後の土石流、融雪

型火山泥流に加え、火砕流や溶岩流などもある。溶岩流、火砕流については、平成 12 年度

の那須岳火山防災マップ作成検討以降、新たな火山学的知見も出ていないことから既往結

果を活用する。 

 また、想定火口域、降下火砕物、噴石についての影響範囲については、那須岳火山噴火警

戒レベル導入検討委員会報告書を参考として使用する。 

 図 2-4～図 2-7 に示す数値シミュレーション結果や那須岳火山防災マップから想定され

る被害と、対応すべき事項を表 2-3 に示す。 

 

表 2-3 想定される被害と対応すべき事項 

 

 

 

 

 

 土砂移動シナリオで想定した小規模、中規模噴火に伴う降灰後の土石流及び中規模噴

火時の火砕流に伴い発生する融雪型火山泥流の影響範囲について、数値シミュレーショ

ンを行い、想定される影響範囲と被害を把握する。また溶岩流や火砕流などこれ以外の

現象については、那須岳火山防災マップに示された影響範囲から被害を把握する。 

栃木県 福島県

那須岳周辺の市
町村 那須町、那須塩原市 白河市、西郷村、下郷町

噴火現象

降下火砕物（降灰）

噴石

溶岩流

火砕流・火砕サージ

融雪型火山泥流

降灰後の土石流

被害想定 東北自動車道、東北新幹線、国道４号線など重要交通網等のライフラインの途絶

連携、調整、対
応すべき事項

・対策箇所の土地使用等の関係する地域住民の協力と連携
・平常時からの対策方針などに関する情報交換

・警戒区域の設定、災害時優先道路など、災害体制の構築
・資材備蓄、特殊車両の通行など、工事資機材の運搬に関わる事項

- 

- 

- 
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図 2-4 影響範囲予測結果（小規模噴火後の降雨で発生する土石流） 

 
図 2-5 影響範囲予測結果（中規模噴火後の降雨で発生する土石流：栃木県側） 

 
※個別渓流による土砂移動の計算結果を単純に重ね合わせたものであり、すべての渓流から同時にこのような土砂移動が発生

するものではない。また、複数の渓流の計算結果が重なっている部分は、どちらか流動深の大きい値が表示されている。 
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図 2-6 影響範囲予測結果（中規模噴火後の降雨で発生する土石流：福島県側） 

 

図 2-7 影響範囲および被害想定予測結果（中規模噴火時に発生する融雪型火山泥流） 

 
※個別渓流による土砂移動の計算結果を単純に重ね合わせたものであり、すべての渓流から同時にこのような土砂移動が発生

するものではない。また、複数の渓流の計算結果が重なっている部分は、どちらか流動深の大きい値が表示されている。 
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2.4 緊急減災対策の基本方針                                               

 

【解説】 

 緊急調査の方針 

砂防部局で対応すべき土砂移動現象（融雪型火山泥流、降灰後の土石流等）に対し

て、緊急減災対策を効果的に実施するための基礎情報を得ることを目的として、既存

施設の状況や地形変化などを確認するために緊急調査を実施する。 

火山活動そのものに特化した事項（例えば地震計・傾斜計等によるマグマの動きの

把握等）は、気象庁および学識者と連携して情報を収集し、土砂災害対策については

砂防部局が検討する。 

 緊急ソフト対策の方針 

緊急ソフト対策の実施に際しては、那須岳火山防災協議会と連携するなどして関係

機関と情報共有をはかり、状況の適確な把握と適時の判断・対応実施に役立てる。い

ずれの場合でも、関係各機関や緊急対策工事現場などと密接な情報交換を行い、情報

が錯綜しないよう注意する。 

 緊急ハード対策の方針 

実施に際して、対策実施主体、対策実施場所の優先度、対策工法の優先度、対策工

に求める機能、対策工種・構造、施工作業時の重要留意事項を考慮する。 

 平常時からの準備事項 

緊急対策ドリルで示した対策を実施可能とするために、対策を実施する際に必要と

なる手続きや調整事項などを把握しておく。これらのうち、平常時から進めておくこ

とによって緊急時の実効性が高まる事項について、実施しておくべき準備事項とその

内容を整理しておく。 

 

火山活動の高まりや噴火の開始など、噴火に伴う土砂災害発生の危険性が察知される

場合に、状況に応じた緊急対策を進めるため緊急調査を実施する。また保全対象への直

接被害を軽減するため緊急ハード対策を実施する。さらに避難対策を支援するための情

報提供と、緊急対策工事実施時の安全確保の支援等を目的とした緊急ソフト対策を実施

する。これらの緊急対策を効率よく実行するため、平常時から進めておくべき準備事項

を設定する。 
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緊急ハード対策
（導流堤、除石、流木
対策等）

既設砂防施設

●ソフト対策●ハード対策

緊急ソフト対策
（土石流検知セン
サー、監視カメラ等
の機器配置、住民
の避難対策に資す
るハザードマップ、
情報提供など）

監視機器等
の維持管理

【砂防部局】 【関係機関】

ソフト対策
（監視カメラ、空
振計、地震計等
による火山の監
視、火山防災協
議会等）

平常時のハード対策

平常時

小規模噴火

中規模噴火

大規模噴火

連携

○ 緊急ハードと緊急ソフト対策の適切な組み合わせ 
緊急減災対策で対象とする現象、規模に対し、短期間で施工せざるを得ない緊急ハード施

設の効果には限界がある。そこで、大規模な現象に対しては緊急ソフト対策が主体となる。

図 2-8に示すように、噴火時の影響を軽減するため、噴火状況に応じた緊急ハード、ソフ

ト対策を適切に組み合せて実施できるよう緊急減災対策砂防計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 緊急ハード・ソフト対策の組み合わせイメージ 

 

○ 火山噴火緊急減災対策の実施手順 
 火山噴火時の緊急減災対策の対応の手順は、表 2-4 に示すようにまず緊急調査により

土砂災害の急迫性や、対策計画地点の概況等を調査する。緊急調査結果を受けて必要に応

じて緊急対策工事の安全確保や避難支援のための情報提供などの緊急ソフト対策を実施

し、その後緊急ハード対策を実施する。 

表 2-4 緊急減災対策の実施手順 

 

 

時 期  緊急調査  緊急ソフト対策  緊急ハード対策  

静穏期  平常時からの準備  

噴火の切迫あるい

は開始期  
調査開始  ソフト対策実施準備  

ハード対策実施準備  
噴火活動の拡大期  調査継続  ソフト対策実施  
噴火極大～継続期   情報の提供  ハード対策実施  
噴火活動の縮小期     

噴火の終息     
静穏期     
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2.5 緊急減災対策の対象区域と渓流                                         

 

【解説】 

那須岳の噴火による降灰範囲は広範囲にわたるため、図 2-9に示すとおり小規模および

中規模噴火後の「降灰後の土石流」および中規模噴火時の「融雪型火山泥流」の影響が及ぶ、

那須火山群の斜面に形成された渓流を検討範囲と設定する。 

 

 

図 2-9 緊急減災対策の検討対象渓流 

 

図 2-10に小規模噴火時、図 2-11に中規模噴火時の土砂移動が想定される渓流を示す。

また、火砕流到達範囲すなわち融雪型火山泥流の発生が想定される渓流を図 2-12に示す。 

表 2-5 検討対象渓流 

対象渓流数 栃木県側 福島県側 合計 

小規模噴火後の土石流（降灰厚 5ｃｍ） 6 渓流 － 6 渓流 

中規模噴火後の土石流（降灰厚 20ｃｍ） 15 渓流 

（①～⑮） 

4 渓流 

（⑯～⑲） 

19 渓流 

中規模噴火時の融雪型火山泥流 

（火砕流が流下する範囲） 

6 渓流 － 6 渓流 

合計 15 渓流 4 渓流 19 渓流 

（重複含む） 

那須岳火山噴火緊急減災対策の検討範囲 

那須火山群の斜面に形成された渓流を検討範囲とす

る（「那須火山群」は 1.6 万年前から活動中の茶臼岳

を中心にその影響が及びやすい三本槍岳を北端とし

南月山までの連山部分とする）。 

中規模噴火により降灰の影響範囲 

⇒福島県南部から栃木県北部の広域に及ぶ 

一定以上の降灰は被覆した渓流では土石流の発生

が懸念される。 

顕著な土砂移動が想定される渓流 

⇒那須岳の斜面に位置する渓流では、降灰や火 

山性地震等の影響を強くうけ、顕著な土砂移 

動が想定されるため、本計画の対象とする。 

那須岳火山噴火緊急減災対策の対象渓流は、噴火中と直後に大きな土砂移動現象が想

定される渓流とし、那須火山群のうち、現在活発的な茶臼岳を中心として、噴火の影響

が及びやすい三本槍岳～南月山を含む範囲とする。 
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時
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想
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と
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）

 

図 2-10 小規模噴火により土石流の発生が想定される渓流（降灰層厚 5cm 以上） 
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図 2-11 中規模噴火により土石流の発生が想定される渓流（降灰層厚 20cm 以上） 
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図 2-12 中規模噴火による火砕流、融雪型火山泥流到達範囲 
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2.6 緊急減災対策の実施タイミング                                     

 

【解説】 

（１）対策開始のタイミングと対策可能期間 
緊急減災対策は、噴火に起因する土砂災害の軽減を図るものであるから、土砂移動現象

の発生前に着手できることが理想である。しかし、噴火活動の推移は一律ではなく、確定的

に対策開始のタイミングを設定することは困難である。そこで那須岳の噴火履歴に基づく

代表例が示されている噴火シナリオを参考にタイミングを設定する。 

対策開始タイミングの設定に当たり、対策実施予定箇所の地理条件（火口からの距離、周

辺の地形、資機材運搬道路など）と実施方法（緊急ハード対策においては施工方法、ソフト

対策においては機器の設置方法など）の制約条件を個別に判断することとする。 

火山活動の進展状況を知る情報として気象庁が発表する火山に関する情報や資料等があ

り、これに合わせて噴火の状況（継続性）、降灰範囲、土砂移動現象等から対策の実施タイ

ミングを判断し、必要な行動を実施する。これらは実際の降灰状況や土砂移動状況を含め総

合的に判断する。 

 

●火山活動状況の監視 

・火山監視観測機器による火山活動状況の把握 

・火山活動推移の予測                        →   気象庁・大学と連携 

 

 

 

●土砂移動状況の監視 
・工事安全のための警戒基準雨量の設定 

・噴石、降雨型泥流等に対する施工現場の安全管理体制   →   砂防部局で実施 

 
図 2-13 関係機関からの助言による緊急対策着手のイメージ 

（関係機関からの助言を受け、安全対策を確保した上で対策着手判断） 

 

図 2-14 に小規模噴火シナリオの場合、図 2-15に中規模噴火シナリオの場合の火山活動

と関連する土砂移動現象、噴火警戒レベルの推移を整理した。また、表 2-6 に、噴火警戒

レベルの各段階における緊急対策のタイミングと可能期間を示す。 

 

 

緊急減災対策開始のタイミングは、火山活動の進展状況を参考に、対策実施箇所や実

施方法の制約条件を勘案して、対象土砂移動現象に応じて設定する。 

 噴火警戒レベル 2 の段階で、さらに小規模な水蒸

気噴火を観測 

 地震累積回数の急増の観測 

 GNSS による地殻変動の観測等 
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図 2-14 緊急対策実施のタイミングと対策可能期間（小規模噴火シナリオの場合） 
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図 2-15 緊急対策実施のタイミングと対策可能期間（中規模噴火シナリオの場合） 
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断

降
雨

対
策

中
断

降
雨

対
策

中
断

降
雨

降
雨

対
策

中
断

た
だ

し
、

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
だ

け
で

対
策

の
実

施
タ

イ
ミ

ン
グ

を
決

め
る

の
で

は
な

く
、

噴
火

の
状

況
（

継
続

性
）、

降
灰

範
囲

、
土

砂
移

動
状

況
等

を
踏

ま
え

行
動

を
実

施
す

る
。
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表 2-6 噴火警戒レベルの各段階における緊急対策のタイミングと対策可能期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

火
山

観
測

に
よ

る
、

火
山

活
動

の
推

移
見

通
し

お
よ

び
終

息
の

見
通

し
を

参
考

に
判

断
す

る

土
石

流
発

生
雨

量
の

間
隔

程
度

数
日

～
数

ヶ
月基

準
雨

量
の

発
生

間
隔

程
度数

日
～

数
ヶ

月

対
策

可
能

期
間

順
次

解
除

さ
れ

る

立
入

規
制

区
域

内
で

の
ハ

ー
ド
対

策
は

実
施

し
な

い

（
火

山
活

動
状

況
等

に
つ

い
て

関
係

機
関

の
助

言
を

うけ
つ

つ
、
可

能
で

あ
れ

ば
下

流
域

の
立

入
規

制
区

域
外

に
お

い
て

対
策

を
実

施
す

る
）

避
難

火
口

か
ら

4k
m

火
砕

流
・融

雪
型

火
山

泥
流

の
到

達
範

囲

４
～

５

降
灰

状
況

お
よ

び
気

象
状

況
を

も
と

に
判

断
す

る

降
灰

の
あ

っ
た

渓
流

で
一

定
基

準
以

上
の

雨
が

降
っ

た
場

合
に

中
断

す
る

噴
火

が
終

息
し

対
策

箇
所

が
安

全
と

判
断

で
き

た
時

点
で

再
開

す
る

（レ
ベ

ル
3以

下
）

順
次

解
除

さ
れ

る
５

～
１

噴
火

終
息

期

よ
り

大
き

な
噴

火
（
ブ

ル
カ

ノ
式

噴
火

）の
発

生
が

予
測

さ
れ

た
時

点
に

中
断

す
る

小
規

模
噴

火
時

か
ら

対
策

を
継

続
す

る

立
入

規
制

火
口

か
ら

2.
5k

m
３

中
規

模
噴

火
時

小
規

模
噴

火
時

火
山

観
測

に
よ

る
、

今
後

の
火

山
活

動
の

推
移

見
通

し
、お

よ
び

、
中

規
模

噴
火

へ
の

移
行

見
通

りを
参

考
に

判
断

す
る

中
規

模
噴

火
の

発
生

が
予

測
さ

れ
た

時
点

ま
た

は
一

定
以

上
の

降
雨

が
あ

っ
た

場
合

に
中

断
す

る

火
山

活
動

の
高

ま
り
が

確
認

さ
れ

、
噴

火
の

恐
れ

が
生

じ
た

時
点

で
開

始
す

る

立
入

規
制

火
口

か
ら

約
1.

5k
m

２

噴
火

直
前

期

中 規 模 噴 火

降
灰

状
況

お
よ

び
気

象
状

況
を

も
と

に
判

断
す

る

降
灰

の
あ

っ
た

渓
流

で
一

定
基

準
以

上
の

降
雨

が
あ

っ
た

場
合

に
中

断
す

る

小
規

模
噴

火
時

か
ら

対
策

を
継

続
す

る
２

～
１

噴
火

終
息

期

小
規

模
噴

火
時

火
山

観
測

に
よ

る
、

今
後

の
火

山
活

動
の

推
移

見
通

し
を

参
考

に
判

断
す

る

レ
ベ

ル
２
が

続
く
間

は
対

策
を

実
施

す
る

が
、
火

山
活

動
状

況
に

変
化

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
一

時
中

断
な

ど
し

、
安

全
確

保
に

努
め

る

火
山

活
動

の
高

ま
り
が
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さ
れ

、
噴

火
の

恐
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時
点

で
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す
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入
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火
口
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約
1.
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噴
火

直
前

期
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判
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の

目
安

対
策

中
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タ
イ

ミ
ン

グ

対
策

開
始

タ
イ

ミ
ン

グ

避
難

範
囲

立
入

規
制

範
囲

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
シ
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リ

オ
内

の
位

置

火
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を
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生
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の
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程
度
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ヶ
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雨
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の

発
生
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隔

程
度数

日
～

数
ヶ

月
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能
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間

順
次

解
除

さ
れ

る

立
入

規
制

区
域

内
で

の
ハ

ー
ド
対

策
は

実
施

し
な

い

（
火

山
活

動
状

況
等

に
つ

い
て

関
係

機
関

の
助

言
を

うけ
つ

つ
、
可

能
で

あ
れ

ば
下

流
域

の
立

入
規

制
区

域
外

に
お

い
て

対
策

を
実

施
す

る
）

避
難

火
口

か
ら

4k
m

火
砕

流
・融

雪
型

火
山

泥
流

の
到

達
範

囲

４
～

５

降
灰

状
況

お
よ

び
気

象
状

況
を

も
と

に
判

断
す

る

降
灰

の
あ

っ
た

渓
流

で
一

定
基

準
以

上
の

雨
が

降
っ

た
場

合
に

中
断

す
る

噴
火

が
終

息
し

対
策

箇
所

が
安

全
と

判
断

で
き

た
時

点
で

再
開

す
る

（レ
ベ

ル
3以

下
）

順
次

解
除

さ
れ

る
５

～
１

噴
火

終
息

期

よ
り

大
き

な
噴

火
（
ブ

ル
カ

ノ
式

噴
火

）の
発

生
が

予
測

さ
れ

た
時

点
に

中
断

す
る

小
規

模
噴

火
時

か
ら

対
策

を
継

続
す

る

立
入

規
制

火
口

か
ら

2.
5k

m
３

中
規

模
噴

火
時

小
規

模
噴

火
時

火
山

観
測

に
よ

る
、

今
後

の
火

山
活

動
の

推
移

見
通

し
、お

よ
び

、
中

規
模

噴
火

へ
の

移
行

見
通

りを
参

考
に

判
断

す
る

中
規

模
噴

火
の

発
生

が
予

測
さ

れ
た

時
点

ま
た

は
一

定
以

上
の

降
雨

が
あ

っ
た

場
合

に
中

断
す

る

火
山

活
動

の
高

ま
り
が

確
認

さ
れ

、
噴

火
の

恐
れ

が
生

じ
た

時
点

で
開

始
す

る

立
入

規
制

火
口

か
ら

約
1.

5k
m

２

噴
火

直
前

期

中 規 模 噴 火

降
灰

状
況

お
よ

び
気

象
状

況
を

も
と

に
判

断
す

る

降
灰

の
あ

っ
た

渓
流

で
一

定
基

準
以

上
の

降
雨

が
あ

っ
た

場
合

に
中

断
す

る

小
規

模
噴

火
時

か
ら

対
策

を
継

続
す

る
２

～
１

噴
火

終
息

期

小
規

模
噴

火
時

火
山

観
測

に
よ

る
、

今
後

の
火

山
活

動
の

推
移

見
通

し
を

参
考

に
判

断
す

る

レ
ベ

ル
２
が

続
く
間

は
対

策
を

実
施

す
る

が
、
火

山
活

動
状

況
に

変
化

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
一

時
中

断
な

ど
し

、
安

全
確

保
に

努
め

る

火
山

活
動

の
高

ま
り
が

確
認

さ
れ

、
噴

火
の

恐
れ

が
生

じ
た

時
点

で
開

始
す

る

立
入

規
制

火
口

か
ら

約
1.

5k
m

２

噴
火

直
前

期

小 規 模 噴 火

判
断

の

目
安

対
策

中
断

タ
イ

ミ
ン

グ

対
策

開
始

タ
イ

ミ
ン

グ

避
難

範
囲

立
入

規
制

範
囲

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
シ

ナ
リ

オ
内

の
位

置

た
だ

し
、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

だ
け

で
対

策
の

実
施

タ
イ

ミ
ン

グ
を

決
め

る
の

で
は

な
く

、
噴

火
の

状
況
（

継
続

性
）、

降
灰

範
囲

、
土

砂
移

動
状

況
等

を
踏

ま
え

行
動

を
実

施
す

る
。

 

火
山

観
測

に
よ

る
今

後
の

火
山

活
動

の
推

移
見

通
し

、
お

よ
び

中
規

模
噴

火
へ

の
移

行
見

通
し

を
参

考
に

判
断

す
る
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（２）突発的な火山噴火の対応 
突発的な火山噴火時における初動の情報収集は、気象庁の降灰予報や那須岳周辺に設置

された CCTV カメラ等を活用するとともに、関係機関や市町村と連携を図り、迅速な対応に

努める。 

 

（３）工事中断のタイミング                                  
実施にあたり降灰を考慮した土石流発生基準雨量を設定するとともに、対策工事実施箇

所の上流に土砂移動検知センサを設置し、土石流発生基準雨量の超過時または土砂移動の

検知時に工事を一時中断し退避する。また、状況に応じて無人化施工による実施を行う。 

また大噴火につながる情報を入手した時には全ての工事を一時中止して安全な区域へ退

避する。 

 

（４）緊急減災対策の終了                                         
火山活動が終息後も数年は土石流が発生しやすい状態が継続するため、土砂の流出状況

を確認しながら、緊急減災対策砂防計画を見直し、緊急ハード対策施設の効果を加えた恒久

対策へ移行する。 

また、土石流が頻発するような降灰の影響がなかった場合は、流域状況を調査して土砂流

出の可能性が少ないことを確認した上で、緊急減災対策の終了を検討し、通常時の土石流対

策へ移行する。 
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2.7 噴火シナリオに応じた対策可能箇所の設定                    

 

【解説】 

 緊急ハード・緊急ソフト対策（特に監視機器の設置など）を実施する箇所を抽出する際に

は、以下の観点に留意して平常時に候補地を選定しておく。 

表 2-7 緊急対策実施箇所抽出の際の留意点  

項 目 留意点 

安全性 
警戒区域、立入禁止区域をできるだけ避け、現象発生後の

避難が可能な箇所など。 

利用規制 
国立公園などの法規制、指定地、用地などの制限がない場

所が望ましい。 

対策のしやすさ 
工事用道路、商用電源がすでにある、もしくは緊急的に設

置できる箇所など。 

対策効果 
土砂の捕捉効果が高い地形（勾配・狭窄部など）、監視カメ

ラの見通しがよい箇所など。 

保全対象との関係 

ハード対策では、基本計画の基準点、人家等の上流側が効

果的。ソフト対策では、保全対象のできるだけ上流地点で

の監視観測が望ましい。 

 

図 2-16～図 2-18 に那須岳における噴火警戒レベルごとの対策不能エリアを示す。噴火

警戒レベルごとに立入規制区域が設定されており、緊急対策は原則この規制区域外で行う。

ただし、規制区域内での対策が必要と判断される箇所については無人化施工を視野に入れ

る。 

また、噴火警戒レベル４以上では、噴火警戒レベルごとの対策不能エリア（火口から半径

４km）に加えて、火砕流や融雪型火山泥流（積雪がある場合）の想定影響範囲内での緊急

対策は、安全性の面から事実上対策実施不能となる。なお、火砕流や融雪型火山泥流の影響

範囲は火山活動状況や火砕流発生時の積雪深等によって異なるため、学識者、気象庁等と密

に連携を図りながら判断する。 

 

  

保全対象の位置、地形条件、土地利用状況・法規制などの制約を考慮して、効果的な

対策が可能な場所の範囲を抽出する。 
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図 2-16 噴火警戒レベル２時点の対策不能エリア 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-17 噴火警戒レベル３時点の対策不能エリア 

 

 

中規模噴火時には火口から
2.5km 以上離れた場所で、緊
急ハード対策が可能 

小規模噴火時には火口から
1.5km 以上離れた場所で、緊
急ハード対策が可能 

法規制区域 
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図 2-18 噴火警戒レベル４・５時点の対策不能エリア 
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